
 

議案第３号 

 

   茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

 

  令和３年３月８日提出 

 

茂原市教育長  内 田 達 也   

 

 

   茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 茂原市教育委員会行政組織規則（昭和47年茂原市教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第７条中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第２２号までを１号ずつ繰り

上げる。 

 第１０条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ず

つ繰り上げ、第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第１１号までを１号ずつ繰

り上げる。 

 第１３条第１項の表教育部の部教育総務課の項中 

「 

教育部 教育総務課 総務係 施設係 

                                    」を 

「 

教育部 教育総務課 総務係 

                                    」に 

改める。 

 第２２条の４中「、班長」を削る。 



 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 提案理由  教育総務課の組織編成の変更等に伴い、所要の改正をするものです。 

 


